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2１ 概要
ｏ 経済産業省が保有する再エネ業務管理システムは、再生可能エネルギー発電事業計画認定
（以下、FIT認定）情報等を管理する業務用システムで、一般送配電事業者は自社供給
区域のFIT認定事業者の情報へアクセスできるアカウントが付与されております。

ｏ 当社は、FIT認定事業者からの買取開始前および買取開始後に当該システムを活用し、認定
情報と契約内容との照合等に利用しています。

ｏ 2018年８月に一般送配電事業者に限定し、当該システムのアクセス権（当社専用ID・パス
ワード）が付与され、当社は、九州エリアのFIT認定情報が閲覧可能となりました。

ｏ 当社専用ID・パスワードは、当社で適切に管理すべきところ、九州電力（委託先含む）の社
員等がアクセスしていた事実が判明しました。

再エネ業務管理
システム

【発電事業者】

FIT認定情報
③FIT認定情報照会

①FIT認定申請
手続き状況照会

②FIT買取申込・契約締結

利用不可 【経済産業省】

【九州電力送配電】

※当社専用ID

(2018/8以降)
【九州電力】

＜再エネ業務管理システムの概要＞

3１ 概要

＜再エネ業務管理システムを利用する主な業務＞

業務内容 主な確認項目

(1)再エネ買取お申し込み
のあったお客さま（発
電事業者）からＦＩＴ
買取を始める前

・発電事業者のＦＩＴ認定状況（認定・失
効）の確認

・発電事業者が非課税事業者か否かの確認

・設備ＩＤ
・発電事業者名
・設備の所在地
・認定状態
・調達価格
・事業税コード

(2)再エネ買取お申し込み
のあったお客さま（発
電事業者）からＦＩＴ
買取を始めた後

①再エネ発電事業者が変更になる場合
〔都度〕
・発電事業者の名義等の確認

・設備ＩＤ
・発電事業者名
・設備の所在地

②交付金エラー時〔毎月〕
・発電事業者の認定上の発電出力に対し
発電量が多い場合等の確認

・設備ＩＤ
・認定状態
・発電出力
・調達価格
・事業税コード



4２ 再エネ業務の運営体制
ｏ 2012年７月のＦＩＴ制度開始以降、小売部門で実施していた再エネ業務（小売買取・
送配買取）を2017年７月から託送部門にて実施するよう社内業務運営体制を見直し

ｏ 2018年８月の国の再エネ業務管理システム改修時において、一般送配電事業者にのみ
アクセス権が付与

ｏ 2020年４月の分社化に向け、小売買取については小売部門で、送配買取については託送
部門で再エネ業務を実施するよう、2020年１月に業務運営体制を分割

【小売】

【託送】

2012年7月

▲
FIT制度開始

2017年4月

▲
送配買取
開始

▲
送配電
分社化

2020年4月

▲
社内カンパニー制

開始

2016年4月

2017年7月

小売買取

2017年7月 2020年1月

・分社化に向けて
再エネ業務運営
体制を分割

2020年1月

小売買取
送配買取

小売買取
送配買取

～ ～

・託送で再エネ業務を実施
するよう社内業務運営体
制を見直し

～ ～2023年2月2018年8月

▲
再エネ業務
管理ｼｽﾃﾑ改修

（当社専用ID等付与）

53 アンケート調査結果

ｏ 2018年８月以降における再エネ業務管理システムの利用を認められていない者への専用
ＩＤ・パスワードの提供有無や提供の経緯等を確認するため、アンケート調査を実施

［対象者］
当 社 : 託送部門の社員等（派遣社員を含む）

※2018年８月以降に託送部門に在籍した者

委 託 会 社 : 九電送配サービス社員等（当社からの出向者を含む）

［実施期間］
2023年２月14日（火）～２月20日（月）

［実施方法］
WEBアンケート

【アンケート調査の概要】

対象者数 回答者数 回答率

1,099 1,099 100％

※ いずれも休職者、休暇者、退職者を除く

＜アンケート結果＞



63 アンケート調査結果

ｏ 当社の社員８名が九州電力の社員等に対し、当社専用ＩＤ・パスワードを提供していたこ
とを確認

ｏ また、当社に過去在籍し、九州電力へ転出した８名が引き続きシステムにアクセスしていたこ
とを確認

ｏ 当社の社員８名が当社専用ＩＤ・パスワードを提供してしまった主な理由は以下のとおり

• 当社（一般送配電事業者）以外は、当該システムを利用不可であることを
認識していなかった

• 当社以外は、当該システムを利用不可であることを認識していたが、提供先が
業務上困っており、九電小売が自社の買取分を確認するために閲覧することは
問題ないだろうとの安易な考えで提供した

74 発生原因および再発防止対策
原 因 再発防止策 実施時期

意識

当該システムを当社以外の者が
利用してはいけないという認識が
欠如

閲覧できる情報の重要性の理解
不足

本事案に直接関係する部門の全社員
に対する情報管理に関する臨時研修、
および定期研修の実施

速やかに

体制
運用

適切に管理すべきID等を業務に
使用する者以外にも入手可能と
していた

パスワードの変更ルールが遵守され
ていなかった

外部から付与されたID等の管理体制
の整備

当該システムの利用者を限定

管理責任者によるパスワード変更状
況の確認

速やかに

速やかに

都度

※ 今後、社⾧を委員⾧とするコンプライアンス委員会（全役員、社外弁護士等で構成）に
おいて本事案に関する自主的な調査・点検を進め、再発防止に取り組む


